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Ⅰ．総論 

 
Ⅰ．総論 

 

（１）自転車活用推進計画の位置付け 

 自転車は、他の交通機関と比べて環境負荷が小さく、健康への貢献が期待でき

る乗り物であるため、通勤・通学、買い物、レジャーなど幅広いシーンで利用が

増えています。 

近年では、健康意識の高まりや環境への配慮、通勤・配達への利用ニーズ拡大

などで、自転車の重要性がますます認識されるようになっています。 

こうした背景を受けて、国では、環境負荷の低減や国民の健康増進など、自転

車が対応できる多岐にわたる課題に向けた対策を推進しています。具体的には、

「自転車活用推進法（平成 28 年法律第 113 号。以下、「推進法」という。）」を

平成 29 年５月に施行し、令和３年５月に閣議決定した「第２次自転車活用推進

計画」を通じて、自転車の幅広い活用の促進に向けた取り組みを進めています。 

また、和歌山県においては、自転車の活用と安全な利用に関する施策を総合的

に推進するため、平成 31 年に「第１次和歌山県自転車活用推進計画」を推進法

第 10 条に基づいて定め、快適なサイクリングロードの整備など「サイクリング

王国わかやま」の実現に向けた取組や交通事故縮減に向けた交通ルールの周知

などに取組み、令和４年には、社会の動向を見据えつつ、持続可能な社会の実現

に向けた自転車の活用を一層図るため、「第２次和歌山県自転車活用推進計画」

が策定されました。 

「田辺市自転車活用推進計画」は、「和歌山県自転車活用推進計画」を基本と

して、推進法第 11 条に基づき、自転車を活用した地域振興や自転車の安全利用

を推進することを目的に策定するものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第２条第１項第 11 号の２に規定される、ペダル又はハン

ドル・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車（レールにより運転する車を除

く。）であって、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものを指します。 

自転車とは 

国 第２次自転車活用推進計画 

（令和３年５月策定） 

勘

案

案 

第２次和歌山県自転車活用計画 

（令和４年３月策定） 

勘

案

案 

田辺市自転車活用推進計画 

（令和 8 年３月策定） 

連携 

第２次田辺市総合計画 

（後期基本計画） 

（令和４年度～令和８年度） 

田辺市デジタル田園都市総合戦略 

田辺市都市計画マスタープラン 

Ⅰ． 総論 
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Ⅰ．総論 

 

（２）計画区域 

   田辺市全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間 

   令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度の５年間とします。 

   なお、上位・関連計画の見直しや、自転車を取り巻く社会環境の変化等により、

必要に応じて見直しを行います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺市 

和歌山市 

和歌山県全図

印南町 

みなべ町 

上富田町 

白浜町 

古座川町 

新宮市 

有田川町 

日高川町 

第 10 条 都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車

の活用の推進に関する施策を定めた計画（「都道府県自転車活用推進計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 

第 11 条 市町村（特別区を含む。）は、自転車活用推進計画（都道府県自転車活用推進計画が定め

られているときは、自転車活用推進計画及び都道府県自転車活用推進計画）を勘案して、当該市町

村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（「市町村自転車活用推進

計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

自転車活用推進法（抜粋） 
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Ⅱ．田辺市の概況 

 

 

 

（１）地勢 

   平成 17 年５月１日、５市町村の合併により誕生した本市は、紀伊半島の南西側、

和歌山県の南部に位置する近畿最大の行政区域を有するまちです。 

   みなべ町、印南町、日高川町、有田川町、奈良県野迫川村・十津川村、新宮市、

古座川町、上富田町、白浜町にそれぞれ隣接しており、西よりの海岸部に都市的地 

  域を形成、そこから東向きに森林が大半を占める中山間地域が広がっています。主

な水系としては日高川水系・富田川水系・日置川水系・熊野川水系の４水系を抱え

る広大な圏域です。 

  気候は海岸部の温暖多雨な太平洋型気候から、山間地における寒暖の差が激しい

内陸型の気候まで、広範囲にわたっています。 

  また、本市は、和歌山県・奈良県・三重県にまたがる三つの霊場とそこにつなが

る参詣道、それらを取り巻く文化的景観で構成するユネスコの世界文化遺産「紀伊

山地の霊場と参詣道」の中心に位置しています。さらに、地域環境を生かし、高品

質な梅を持続的に生産してきた当地域独特の農業システム「みなべ・田辺の梅シス

テム」が国際連合食糧農業機関の世界農業遺産に認定されており、二つの世界遺産

を有するまちでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ． 田辺市の概況 
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Ⅱ．田辺市の概況 

 

（２）人口 

   本市の人口は、５市町村が合併した平成 17 年国勢調査において 82,499 人でした

が、平成 22 年に 79,119 人、令和２年には 69,870 人に減少し、令和 22 年には

50,908 人※に減少すると推計されています。また、本市の人口構成は、国・県と比

較すると、高齢化率は高い状況にあり、人口が減少し高齢化率は年々増加していま

す。（※田辺市人口ビジョン P46_図 48 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 年齢別人口と割合の推移 
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Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 
 
 

（１）自転車活用に関する現状・課題及び目標 

   本市の自転車を巡る現状と課題、推進法の目的・理念等を踏まえ、自転車活用の

推進に関する目標を次のとおりとします。 

 

１）『都市環境』 

＜現状と課題＞ 

  ア 自転車の利用環境について  

近距離移動に手軽で便利な乗り物である自転車は、通勤や通学、買い物、レジ

ャーなど様々な目的で利用されており、また、近年、環境意識や健康志向の高ま

りなどからも、その利用ニーズが増加しています。自転車は「車両」に分類され、

通常は車道の利用が原則となっていますが、道が狭い、自動車の交通量が多いな

どの理由で、車道の使用が困難な場合や、運転者が児童や高齢者の場合などは、

安全を考慮し歩道の使用も認められています。しかしながら、自転車が歩道や自

転車歩行者道を走行することで自転車と歩行者が混在し、歩行者に対する危険性

が増す懸念が生じています。 

また、本市では、令和３年５月にナショナルサイクルルート※1 に指定された太

平洋岸自転車道を中心に、自転車道ルートを案内するための矢羽根等の整備が進

んでいるものの、現状では道路自体が狭く、十分な自転車通行空間が確保されて

いません。 

  

イ 自転車駐車場について 

   本市では、平成元年よりＪＲ紀伊田辺駅に隣接する紀伊田辺駅前自転車駐車場

（収容台数約 500 台）を直営で管理していましたが、効率的で効果的な運営のた

め、令和５年度より指定管理者制度を導入し、民間業者による運営を行っていま

す。 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図２ 紀伊田辺駅前自転車駐車場 

Ⅲ． 田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 
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Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 

ウ 放置自転車について 

 本市では、ＪＲ紀伊田辺駅前広場や周辺道路への無秩序な駐車が目立っていた

ことから、自転車等の放置による環境悪化の防止、災害時における防災活動の確

保並びに通行機能及び歩行者の安全の保持を図ることを目的とし「田辺市自転車

等の駐車秩序に関する条例（昭和 59 年条例第 27 号）」を制定し、放置禁止区域

を設定しました。  

以降、終日放置禁止としていたエリアの一部を時間制に変更し、定期的に広報

活動や見回りを行っていますが、放置自転車については、年々減少傾向ではある

ものの、放置禁止区域内外で依然として解消されていない状況にあります。 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JR 紀伊田辺駅 
放置禁止区域 

すべての自転車利用者が快適に走行できるまち 

図３ 自転車等放置禁止区域図 図４ 放置自転車撤去台数の推移 

図５ 自転車等時間制放置禁止区域 図６ JR 紀伊田辺駅第二駐車場撤去自転車保管場所 
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Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 
２）『安全・安心』 

＜現状と課題＞ 

  ア 自転車の利用環境について 

   道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）（以下、「道交法」という。）上、自転車  

  は「軽車両」と位置づけられた「車両」でありますが、自動車とは異なり、免許  

がなくても運転できる乗り物であるため、「自転車安全利用五則」などのルール  

を十分理解せずに運転をしているケースも見受けられます。 

一方、県内の自転車事故件数は、年々減少傾向にあるものの、２割以上が自転

車運転者の法令違反等が原因であり、「自転車は車両」、「自転車は車道の左側が原

則、歩道は例外」をはじめとする自転車の交通ルールに対する理解が必要です。 

    また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった場合

の致死率が増加傾向にあることから、令和５年４月１日付施行で道路交通法の改

正が行われ、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。 

さらに、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向である

ことや、酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高

く、交通事故を抑止するため、令和６年 11 月１日付施行で道交法の改正が行わ

れ、新しく罰則が整備されました。 

 

■和歌山県内の自転車事故等に関する資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和 6 年中の自転車事故件数は、200 件、 

10 年間で 54%減少（全事故件数は、63%減少） 

  全事故件数に占める自転車事故の割合は、5 年間で 24%増加 

資料：和歌山県警察本部 

図７ 和歌山県内の全事故件数に占める自転車事故の割合 

○令和 6 年中の自転車事故の 2 割以上が 

自転車運転者の法令違反等が原因 

図８ 和歌山県内の自転車事故の事故要因別内訳 

（令和 6 年） 

 

資料：和歌山県警察本部 

○通勤通学における自転車利用は、30 年間で 5.1%減少 

 （自動車は 23.2%増加） 

図９ 和歌山県内の交通手段別の通勤・通学推移 

○約 3 人に 1 人が、メタボリックシンドロームの 

該当者及び予備軍 

 

資料：特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省） 

図 10 和歌山県内のメタボリックシンドローム該当者 

及び予備軍の割合 

資料：国勢調査（総務省） 
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Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 自転車損害賠償保険等について 

   自転車利用者は自転車で加害事故を起こした場合、賠償額が数千万円と高額に

なるケースも生じることから、加害者の経済的負担の軽減と被害者の保護を図る

ためには、自転車損害賠償保険等に加入することが望まれます。和歌山県では、

「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」が施行され、令和元年 10 月

１日から自転車利用者等の自転車損害賠償保険等への加入が努力義務となってお

り、さらに自転車小売業者も、自転車の購入者に加入を勧奨することが努力義務

となっています。 

   

 

                    

＜目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車利用者の交通マナーが良いまち 

図 11 内閣府パンフレット_自転車安全利用五則 
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図 12 熊野古道 図 13 龍神温泉元湯 

図 14 天神崎 図 15 湯の峰温泉_つぼ湯 

 

Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 
３）『サイクルツーリズム』※２ 

＜現状と課題＞ 

  ア 観光について  

 本市は、古くから紀南地方の交通の要衝として栄え、美しい海・山・川などの

雄大な自然をはじめ、世界遺産に登録された「熊野古道」や「熊野本宮大社」に

代表される歴史・文化資源を有しています。さらに、日本三美人の湯として知ら

れる「龍神温泉」や、日本最古の湯といわれる「湯の峰温泉」などの温泉郷、温

暖な気候と風土の賜物である梅・みかん、多様な海産物、紀州備長炭など、人々

の心と身体を癒す豊かな自然と多彩な地域資源に恵まれています。また、市街地

には本市ゆかりの偉人に触れることができる場所も数多く点在しています。これ

らの観光地や観光資源を巡る手段として、サイクリングは今後さらなる活用の余

地があります。 

また、千葉県銚子市を起点に、神奈川・静岡・愛知・三重・和歌山の６県の太

平洋沿岸を走り、和歌山市に至る全長 1,487km の自転車道が、「太平洋岸自転車

道」として位置づけられています。本市では、ナショナルトラスト運動の先駆け

として知られる「天神崎」がそのルート上に含まれており、近年は、岩礁にたま

った潮だまりが鏡のように空を映し出す「ウユニ塩湖」のような絶景が見られる

と注目を集めています。 

 
■観光名所写真 
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Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 
そして、令和３年５月には、全線にわたる統一した案内看板や路面標示等の走

行環境などの受け入れ環境の整備を進め、一定の水準を満たしたことから、ナシ

ョナルサイクルルートに指定されました。 

こうした中、本市では、更なる観光資源として活用が求められる中で、サイク

リストが安全にかつ迷わずにルートを走行できるよう、案内看板や路面標示等の

整備を行いましたが、さらなるサイクリストの誘客のためにも、受け入れ環境の

充実が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

イ レンタサイクルの活用 

 田辺市観光センター・田辺市街なかポケットパークにおけるレンタサイクルの利用

者数の推移は、令和元年度までは増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染 

症の感染が拡大した令和２年は、大幅に減少しました。しかしながら、新型コロナウ

イルス感染症の拡大以降の令和４年にスポーツ型電動アシスト付き自転車（E-BIKE）

を配備したことや、インバウンドの回復などにより増加傾向にあります。 

 また、田辺観光協会が制作したレンタサイクルでの市内周遊を促す PR 動画「私の

たなべ 自転車で巡る女子旅」では天神崎や扇ヶ浜など、SNS（交流サイト）映えす

る観光スポットを中心に紹介され、徒歩では回りづらいスポットへの周遊を促進する

ため、自転車の活用を進め、レンタサイクルの利用を促しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 16 太平洋岸自転車道、ナショナルサイクルルート・ロゴマーク 

★観光センター（内外国人利用者） 

令和元年度： 754 人（39） 

令和２年度： 587 人（10） 

令和３年度： 777 人（26） 

令和４年度： 870 人（45） 

令和５年度：1,081 人（168） 

令和６年度： 825 人（173） 

★街なかポケットパーク 

令和元年度： 41 人（８） 

令和２年度： 33 人（０） 

令和３年度： 66 人（０） 

令和４年度： 73 人（６） 

令和５年度：183 人（42） 

令和６年度：191 人（48） 

図 17 レンタサイクル利用者数推移 
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Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 
■レンタサイクル 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 BENELLI(e-BIKE)＠と鬪鷄神社 図 19 BENELLI(e-BIKE)＠と扇ヶ浜 

左：PR 動画の一場面 

右：QR コード 

図 20 田辺観光協会によるレンタサイクル PR 動画「私のたなべ 自転車で巡る女子旅」 
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Ⅲ．田辺市における自転車を巡る現状・課題及び目標 

 

ウ サイクリストの受入環境 

  本市内では、現在 29 か所のサイクルステーションと９か所のサイクリストに優

しい宿が登録されていますが、サイクリストの誘客のためには、さらなる受け入

れ環境の充実が必要です。 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルツーリズムの推進による観光振興 

図 21 サイクルステーション_街なかポケットパーク 

図 22 サイクリストに優しい宿_季楽里龍神 



- 13 - 
 

 

 

Ⅳ．自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

 
 

 

（１）計画の施策体系 

   本市の自転車を取り巻く現状や課題、国・和歌山県の自転車活用推進計画等を踏

まえ、実施すべき目標として、『すべての自転車利用者が快適に走れるまち』、『自転

車利用者の交通マナーが良いまち』、『サイクルツーリズムの推進による観光振興』

の３つを定め、それぞれの目標を実現するため、下記の施策に取り組みます。 

 

「都市環境」 

 

 

 

 

 

 

「安全・安心」 

 

 

 

 

 

 

 

「サイクルツーリズム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ． 自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

目標２ 自転車利用者の交通マナーが良いまち 

施策３ 市民の交通安全意識の向上に資する広報啓発活動、交通安全教育・指導の推進 

施策４ 自転車事故防止と補償制度の普及 

施策５ 災害時における避難、救助、人員・物資輸送等への自転車の活用を検討 

目標３ サイクルツーリズムの推進による観光振興 

施策６ 安全で快適なサイクリング環境の充実 

施策７ 自転車の活用による市民の健康の保持増進 

目標１ すべての自転車利用者が快適に走行できるまち 

施策１ 歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された自転車通行空間の整備促進 

施策２ 自転車駐車場の整備及び放置自転車対策の推進 
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Ⅳ．自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

 
（２）目標を実現するための実施施策及び講ずべき措置 

 １）都市環境 

 

 

 

 

 

 

   令和３年５月にナショナルサイクルルートに指定された太平洋岸自転車道につ 

いて、今後自転車の利用増加が見込まれるため、自転車ネットワーク路線に選定し、 

各道路管理者や和歌山県警など関係機関と連携を図ったうえで、安全性が高く、か 

つネットワークとして連続した自転車通行空間の整備を推進します。 

＜自転車ネットワーク路線＞ 

  下図のとおりネットワーク路線を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標１ すべての自転車利用者が快適に走行できるまち 

施策１ 歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された自転車空間の整備促進 

講ずべき措置１：自転車通行空間の整備（自転車ネットワーク計画）※３ 

田辺市内 

自転車ネットワーク路線 

「太平洋岸自転車道（田辺市区間）」 

図 23 自転車ネットワーク路線 
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Ⅳ．自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

 
＜自転車ネットワーク路線の整備形態＞ 

 自転車ネットワーク路線の整備形態は、ナショナルサイクルルート指定要件に基づ 

き整備形態を設定します。また、WAKAYAMA800※４も含め、利用環境の水準の維持に 

向け、適切な維持管理に取り組むとともに、国や和歌山県に働きかけを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 紀伊田辺駅前自転車駐車場において、指定管理者と情報共有を図り、自転車利用者 

にとって利用しやすい自転車駐車場の整備を推進します。 

 

 

 放置自転車対策として、紀伊田辺駅前放置自転車禁止区域の巡回を強化するととも 

に、近隣の中学校や高等学校への啓発チラシの配布を行います。さらに、田辺警察署 

が実施している禁止区域内の放置自転車に対するワイヤーロック運動などに支援を行 

うことで、自転車利用者のモラルの向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２ 自転車駐車場の整備及び放置自転車対策の推進 

講ずべき措置１：紀伊田辺駅前自転車駐車場の整備 

講ずべき措置２：放置自転車対策の強化 

図 24 ナショナルサイクルルート指定要件（抜粋） 
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Ⅳ．自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

 

２）安全安心 

 

 

 

 

 

 自転車は車両であり、道交法により守るべきルールが定められています。しかし、 

誰でも気軽に利用できる乗り物であることから、正しいルールを理解せずに危険な運 

転を行う事例が少なくありません。 

 和歌山県内で生じている自転車に関する事故に関しても、安全不確認や指定場所一 

時不停止といった、あらかじめルールを意識していれば防げた可能性が高い事故が多 

くの割合を占めています。 

 このような現状に対する取り組みとして、和歌山県や和歌山県警察、また交通指導 

員会などの交通安全関係団体との連携を図り、無灯火指導や啓発チラシの配布など自 

転車の安全利用の周知に取り組みます。 

 また、季節ごとに実施される交通安全運動において、自転車が守るべきルールを規 

定している「自転車安全利用五則」について街頭啓発を行うなど、市民の交通安全意 

識の高揚を図るとともに自転車関連事故の防止に努めます。 

 

 

 

 

 自転車は、自動車と衝突した場合は被害を受ける反面、加害事故を起こした場合に 

は、賠償額が数千万円と高額になる事例も生じるため、「和歌山県自転車の安全利用の 

促進に関する条例」に基づき、自転車の安全利用に関する情報と、損害賠償責任保険 

等の加入の参考になる案内を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３ 市民の交通安全意識の向上に資する広報啓発活動、交通安全教育・指導の推進 

講ずべき措置１：安全ルールの周知・教育・指導 

目標２ 自転車利用者の交通マナーが良いまち 

講ずべき措置１：自転車損害賠償保険等の加入案内 

施策４ 自転車事故防止と補償制度の普及 

図 25 和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例_損害賠償責任保険加入案内パンフレット 
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Ⅳ．自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

 
 

 

 

 

国の「国土強靭化計画※５」では、「災害時において機動的である自転車、バイクの特

性を踏まえ、災害対応や移動の混乱・混雑等を招かないことに留意しつつ、避難、救

助、人員・物資の輸送等への自転車、バイクの活用を推進する」と示されています。 

そのことを踏まえ、本市においても、災害の種類、被災状況などに応じた、避難方

法、救助活動、物資などの輸送等に自転車が活用できないか併せて検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５ 災害時における避難、救助、人員・物資輸送等への自転車の活用を検討 

講ずべき措置１：災害発生時の被災状況に応じた自転車の活用の促進 
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Ⅳ．自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

 
３）サイクルツーリズム 

 

 

 

 

 

 

 広域サイクリングロードの「WAKAYAMA800」や「太平洋岸自転車道」について、 

サイクリストが安全で快適に走行できるよう、規定の路面標示や案内看板を設置する 

とともに、利便性や安全性を備えた走行環境の更なる向上を図るための取り組みを和 

歌山県に働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サイクルラックの設置など、サイクリストの受け入れサービスについて、観光施設 

や文化施設、店舗等と連携し、サイクリストの受け入れ環境のさらなる充実を図りま 

す。 

 また、本市内で認定を受けているサイクリストに優しい宿やサイクルステーション 

及びサイクルルートを記載したサイクルマップの制作を検討します。 

  

 

 

 観光施設に設置されているレンタサイクルをさらに充実させ、初心者でも気軽にサ 

イクリングを楽しめる環境整備を図ります。 

 本市の公式ウェブサイトや田辺観光協会などの関係機関を通じて情報を発信すると 

ともに、紀南の市町などで構成する「紀南エリアサイクルツーリズム協議会」と連携 

し、県南部のサイクリングルート「クマイチ」※６の魅力発信等に取り組みます。 

 旅行者などによるレンタサイクルの利用促進に向け、地域内のレンタサイクル 

ステーション関連情報を PR します。 

 

目標３ サイクルツーリズムの推進による観光振興 

施策６ 安全で快適なサイクリング環境の充実 

講ずべき措置１：利便性や安全性を備えたサイクリングロードの整備を推進 

講ずべき措置２：サイクリングの拠点整備などサイクリング環境の充実 

講ずべき措置３：サイクリングを活用した観光振興 

図 26 統一ロゴを表示した案内看板 図 27 路面標示（矢羽根） 
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Ⅳ．自転車の活用の推進に関する実施すべき施策及び具体的な措置 

 
自転車に乗ってそのまま気軽に乗車できる「きのくに線サイクルトレイン」を活用

して、サイクリングによる観光振興を促進します。 

 

 

  

 

 

 

 サイクリングなど、手軽にできる運動として、自転車を活用することで、生涯にわ 

たる健康づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策７ 自転車の活用による市民の健康の保持増進 

講ずべき措置１：自転車活用による健康づくりの推進 
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Ⅴ．総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

 
 
 

 

（１）関係者の連携・協力 

   本計画に位置付けられた目標を達成するため、関係機関で連携・協力して施策の

推進を図ります。 

 

（２）計画のフォローアップと見直し 

   本計画の実現に向け、定期的に進捗状況についてのフォローアップを実施します。

フォローアップについては、計画で定めた目標を踏まえ、各施策の進捗状況を確認

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ． 総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

計画の策定・見直し 

計画（Plan） 

田辺市 

自転車活用推進計画 

 

施策実施における 

課題への対応 

改善（Act） 

関係機関との連携に 

よる事業の展開 

実行（Do） 

進捗確認、実績評価 

評価（Check） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末資料 
 

 

 

 

   Ⅰ．モデルルートの詳細 

 

   Ⅱ．用語集 
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Ⅰ．モデルルートの詳細 

 
 
 

 

（１）WAKAYAMA800（わかやま８００） 

 ・地域の魅力を楽しみながらの観光や健康づくりを促進するため、利便性や安全性を 

備えた県内全域にわたる総延長約 800 ㎞の「川・山・海」の３つのサイクリングロー

ドについて、利用環境の水準の維持や更なる向上に向けた取組を県に働きかけていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ． モデルルートの詳細 

川のサイクリングロード 

海のサイクリングロード 

山のサイクリングロード 

和歌山県サイクリングロードマップ 
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Ⅱ．用語集 

 
 

 

 

※１ ナショナルサイクルルート [本編 P.5] 

優れた観光資源を走行環境や休憩・宿泊機能、情報発信など様々な取組を連携さ

せたサイクルツーリズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し、地

域の創生を図るため、ソフト・ハード両面から一定の水準を満たすルートについて

国が指定したルート。日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルートとして国

内外に PR を行い、サイクルツーリズムを強力に推進していくもの。 

 

※２ サイクルツーリズム [本編 P.9] 

   観光とサイクリングを組み合わせたもの。自転車の活用による地域振興の取組と

して、全国各地で展開されている。 

 

※３ 自転車ネットワーク計画 [本編 P.14] 

   「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（令和６年６月）国土交通省道

路局、警察庁交通局」に基づき、安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に

整備することを目的に、自転車ネットワーク路線を選定し、その路線の整備形態等

を示した計画。 

   道路管理者や都道府県警察、地域の関係者等の参画のもと、市町村が様々な行政

課題の中で総合的に判断して策定するもの。 

 

※４ WAKAYAMA800（わかやま 800） [本編 P.15] 

   県内全域で整備を進めている延長約 800 ㎞のサイクリングロード。 

   和歌山県にはあらゆるレベルのサイクリストに対応する、サイクリングに適した

無限大のルートがあり、他の先進地よりサイクリングする楽しさが多いことも表現

している。 

 

※５ 国土強靭化基本計画 [本編 P.17] 

   国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の

国土強靭化に関する施策の実施に関する主体的な取り組みを尊重しつつ、基本方針

等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靭化に関する施策の推進に関する

基本的な計画。 

 

※６ クマイチ [本編 P.18] 

   ナショナルサイクルルートの「太平洋岸自転車道」と、「WAKAYAMA800」を活用

した、和歌山県南部の熊野地域を一周するサイクリングルート。 

Ⅱ． 用語集 


